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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 令和８年３月１３日（金） 

 白井市役所東庁舎３階会議室３０２、３０３ 

 １．教育長開会宣言 

 ２．会議録署名人の指名 

 ３．議決事項 

   議案第１号 第２次白井市教育振興基本計画の策定について 

   議案第２号 令和７年度白井市教育費補正予算（第１３号）案について 

   議案第３号 令和８年度白井市教育費補正予算（第１号）案について 

 ４．報告事項 

   報告第１号 令和７年度末及び令和８年度白井市小中学校職員人事異動について 

 ５．教育長閉会宣言 

                                              

○出席委員等 

   教 育 長  井上 功 

   委   員  中里 敏康 

   委   員  松田 加奈子 

   委   員  久保 利枝 

○欠席委員等 

   委   員  齊藤 豊 

                                              

○出席職員 

   教育部長          大高 一穂 

   教育部参事         山本 高寿 

   教育総務課長        落合 一矢 

   書   記         中村 妃佐 

   書   記         大坪 照平 

午後３時００分 開 会 

     ○教育長開会宣言 

○井上教育長 それでは、ただいまより令和８年第１回白井市教育委員会臨時会を開会します。 

 本日の会議について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 それでは初めに、出席者数を御報告いたします。 

 本日の出席委員数は、５人中４人です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項

の規定に基づき、過半数の出席があり定数に達しておりますので、会議は成立しました。 

 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。 
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     ○会議録署名人の指名 

○事務局 日程２、会議録署名人は、教育長より事前に中里委員、松田委員が指名されております。

よろしくお願いします。 

                                              

     ○非公開案件について 

○事務局 次に、非公開案件について伺います。報告第１号 「令和７年度末及び令和８年度白井市

小中学校教職員人事異動について」は、白井市情報公開条例第９条第１項第７号に該当する案件であ

ることから、非公開が適当かと思います。 

 報告第１号について、非公開に賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

〔挙手全員〕 

○事務局 ありがとうございます。全員賛成により、報告第１号は非公開といたします。 

 これより議事に入ります。 

 本日の議事進行は、教育長にお願いいたします。 

○井上教育長 それでは、議事進行を行います。 

                                              

     議案第１号 第２次白井市教育振興基本計画の策定について 

○井上教育長 議決事項、議案第１号 「第２次白井市教育振興基本計画の策定について」、事務局

から説明をお願いします。 

○落合教育総務課長 議案第１号 「第２次白井市教育振興基本計画の策定について」を御説明させ

ていただきます。 

 本案につきましては、教育基本法第１７条第２項の規定により策定する白井市教育振興基本計画が、

令和８年３月で計画期間終了を迎えるので、次期計画となる第２次白井市教育振興基本計画を策定す

ることを提案するものでございます。 

 それでは、配付している第２次白井市教育振興基本計画の３ページの計画期間を御覧ください。 

 令和３年３月に策定いたしました現行の白井市教育振興基本計画の計画期間である令和３年度から

令和７年度までの５か年間が、令和７年度で計画最終年度であることから、今年度が次期計画の策定

年度となっております。 

 第２次白井市教育振興基本計画の計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間で、上位

計画となる白井市第６次総合計画前期基本計画及び白井市第３次教育大綱の計画期間と同期間といた

しました。 

 策定に当たりましては、市の第６次総合計画の将来像として掲げられている世代を超えた笑顔と豊

かさを未来へつなぐまちの実現に向けて、６つの目指すまちを定めております。 

 ２ページに、６つの目指すまちを記載しておりますので、そちらを御覧ください。２ページ目の中

段でございます。 

 ６つの目指すまちの１つ目、「若い世代が定住したいまち」、３つ目の「自ら学び育ちチャレンジ

できるまち」が、教育に関する施策と密接に関連しているところでございます。さらに、この６つの

目指すまちの実現に向け、分野別基幹計画となる白井市第３次教育大綱の三つの方針である「持続可

能な社会の創り手を育てます。」、「市民の生涯の学びを応援します。」、「教育をみんなで支え合
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う仕組みを進めます。」の実現に向け、本市の教育行政の進んでいくこれからの取り組みと指標を定

め、目標達成のために必要な事業計画を策定したものとなっております。 

 本件計画に位置づけた事業数は３９事業でございます。各事業の取り組み内容は、第２章、計画の

方針、目標、施策の９ページから８７ページに掲載しております。各事業は左ページに、これまでの

取り組みとして、見えてきた課題や実績、右のページに、これからの取り組みとして、施策の方向性、

具体化、指標となっており、指標につきましては、目標値を定め、毎年度成果を示していけるような

シート構成となっております。 

 以上が本計画の概要となります。 

 続きまして、第３回定例会に報告させていただいた内容に追加している部分がございます。 

 令和７年度の実績が未記入の部分がございましたので、２月末時点の実績を記入させていただいて

います。 

 掲載ページと事業名は、１６ページのいじめ対策調査委員会事業、令和７年度の実績は、令和８年

の２月末現在となっております。 

 ２６ページ、教育支援センター運営事業でございますが、こちらも令和７年度実績を記入しており

ます。 

 ３２ページ、教育相談室運営事業、こちらも令和７年度実績を記載させていただいております。 

 ８２ページ、図書館サービス推進事業、８４ページ、プラネタリウム館運営事業、８６ページ、郷

土資料館学芸活動事業、以上、８つの事業の令和７年度実績を明記させていただいております。 

 最後に、表紙の見開き部分でございますが、「はじめに」の教育長の挨拶を記載させていただいて

おります。これが前回の定例会から追記等を行った部分でございます。 

 以上が議案第１号の御説明となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

 議案第１号について、御質問等がありましたら挙手をお願いします。 

 それでは、この後も見ていただいて、随時何かお気づきの点がありましたら、また言っていただけ

ればと思います。この計画につきましては、随時必要があるときには変更するということを最初のほ

うに明示しておりますので、何か変更が必要なときには仰っていただければ、その都度検討していき

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１号についてお諮りします。 

 議案第１号について、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

〔挙手全員〕 

○井上教育長 全員賛成により、第１号議案は原案のとおり決定いたしました。 

                                              

     議案第２号 令和７年度白井市教育費補正予算（第１３号）案について 

○井上教育長 議案第２号 「令和７年度白井市教育費補正予算（第１３号）案について」、事務局

から説明をお願いします。 

○落合教育総務課長 議案第２号 「令和７年度白井市教育費補正予算（第１３号）案について」、

御説明いたします。 

 本案は、令和８年第１回白井市議会定例会に提案する予算案について、議会の議決を要するため、
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、

教育委員会議に諮るものでございます。 

 次のページに補正予算一覧表がございますので、御覧ください。 

 始めに歳出でございますが、担当課は教育総務課。款項目が９款２項３目、小学校費、学校建設費、

１事業、小学校施設改修等事業及び３項３目、中学校費、学校建設費、１事業、中学校施設改修等事

業につきましては、事業費の変更はございませんが、国庫補助金の額が確定したことにより、財源の

振替を行うものでございます。 

 続きまして、下段の歳入になります。１５款２項６目、国庫支出金、国庫補助金、教育費国庫補助

金、学校施設環境改善交付金１７９万２，０００円の減額につきましては、桜台小学校大規模改修工

事及び桜台中学校一部改修工事に活用している学校施設環境改善交付金の交付額が確定したことによ

り、補正するものでございます。 

 以上が議案第２号の御説明となります。御審議お願いいたします。 

○井上教育長 それでは、ただいまの第２号議案につきまして、質問等がありましたら挙手をお願い

します。 

 歳出と歳入なのですけれども、何の何が、何に振り替わったのか、もう少し詳しく教えていただき

たいです。 

○落合教育総務課長 ただいま御質問いただいたことについて、財源の内訳ですが、１７９万円ほど

減額されておりますが、地方債で借入れをして財源の振替をしているところで、一般財源等につきま

しては、増えたり減ったりというところはございません。 

 以上でございます。 

○井上教育長 １７９万２，０００円が、どの部分が減少し、充てられるのですか。 

○落合教育総務課長 補助金の分が１７９万２，０００円、今までは見込んでいましたが、その見込

みがなくなったことを、起債で多く借り入れて充当していくという形になりますので、その事業の中

での増減はなく、少しお金の出どころが変わったという形になります。 

○井上教育長 分かりました。補助金が１７９万２，０００円減って、その分を起債で補ったという

ことでよろしいですね。 

○落合教育総務課長 はい。 

○井上教育長 歳入も同じですか。これは両方でしょうか。 

○落合教育総務課長 歳入のほうは、補助金が減りましたので、１７９万２，０００円全て減額にな

ります。 

○井上教育長 分かりました。ほかにありますか。 

〔挙手なし〕 

○井上教育長 議案第２号についてお諮りします。議案第２号について、原案のとおり決定すること

に賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

〔挙手全員〕 

○井上教育長 全員賛成により、議案第２号は、原案のとおり決定いたします。 
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     議案第３号 令和８年度白井市教育費補正予算（第１号）案について 

○井上教育長 議案第３号 「令和８年度白井市教育費補正予算（第１号）案について」、事務局か

ら説明をお願いします。 

○落合教育総務課長 議案第３号 「令和８年度白井市教育費補正予算（第１号）案について」、御

説明いたします。 

 本案は、令和８年第１回白井市議会定例会に提案する予算案について議会の議決を要するため、地

方教育行政の組織及び運営に関する第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、教育委

員会議に諮るものです。 

 次のページに、補正予算一覧表がございますので御覧ください。 

 一般会計の歳出となりますが、担当課は教育総務課、９款２項１目、小学校費、学校管理費、４事

業、小学校施設教育環境向上事業６３９万１，０００円の増額につきましては、清水口小学校の保健

室の空調設備が老朽化で使用できなくなり、夏季の熱中症対策としても、早急に更新工事を行う必要

があるため、ここで補正するものです。 

 以上が議案第３号の御説明となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

 第３号議案につきまして、質問等があれば、よろしくお願いします。 

 では、私から６３９万円１，０００円の内訳を教えてください。 

○落合教育総務課長 内訳につきましては、今後、契約手続等もございますので、この場で御回答が

できない状況です。 

○井上教育長 大まかにも言えないですか。 

○落合教育総務課長 大まかにも、詳しい金額につきましては、今後、白井市の不利益が生じる可能

性がございますので、お答えできません。 

○井上教育長 主な工事内容は、クーラー本体を全部替えるということになりますか。 

○落合教育総務課長 はい。それと、今あるものを入れ替えるということになります。 

○井上教育長 今の大型の空調、クーラーをそっくり入れ替える金額になりますか。 

○落合教育総務課長 はい。室外、室内機とも交換する工事です。 

○井上教育長 分かりました。ほかによろしいですか。 

〔挙手なし〕 

○井上教育長 第３号議案につきまして、お諮りします。議案第３号について原案のとおり決定する

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

〔挙手全員〕 

○井上教育長 挙手全員により、議案第３号につきましては原案のとおり決定いたしました。 

これより非公開案件に入ります。傍聴人がいませんので続けます。それでは、日程４、報告事項にな

ります。 

                                              

非公開案件     報告第１号 令和７年度末及び令和８年度白井市小中学校職員人事異動につい

て 
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○井上教育長 以上、本日の議決事項、報告事項については終わりました。 

 この後の進行は、事務局にお返しします。 

○事務局 井上教育長、ありがとうございました。 

                                              

     ○教育長閉会宣言 

○事務局 日程５、閉会宣言。 

 井上教育長、お願いいたします。 

○井上教育長 以上で、令和８年第１回白井市教育委員会臨時会を終わります。 

 お疲れさまでした。 

午後３時３５分 閉 会 


